
令和 2 年 9 月 船橋市環境部 

廃棄物処理業者等における感染防止策の具体例チェックリスト 

①共通

の対策 

□ 体調管理（十分に休養をとり、体力や抵抗力を高め、日頃からバランスよく栄養をと

り、規則的な生活をし、感染しにくい状態を保つ） 
□ 定期的な体温測定による体調把握（出勤前の体温測定） 

□ ラッシュ時通勤及び公共交通機関の回避を検討（時差出勤、自転車通勤、在宅勤務等） 

□ 他人と共用する物品や複数の人が頻回に触れる箇所への消毒の実施（個々の従業員が占

有することが可能な器具は、共有を避ける） 

□ 通勤時のマスクの着用 

□ 人混みや繁華街への不要不急な外出の自重 

□ 帰宅時の手洗い、うがいの徹底 

□ 家族に陽性の方が出るなどにより濃厚接触者とされた従業員には自宅待機等の対策 

□ シフト制の導入や休憩時間をずらす等により、更衣室や休憩室等での密集を避ける 

②処理

作業等

におけ

る対策 

≪作業前≫ 

□ 朝礼や着替えの時等に他の人と十分な距離を取ることや、こまめに更衣室の窓やドアを

開け換気するなど、３つの密（密閉・密集・密接）を避ける 

□ 手袋、マスク、ゴーグル、その他の個人防護具の適切な着用 

□ 肌の露出の少ない作業着（長袖・長ズボン）の着用 

 

≪作業中≫ 

□ 素手で廃棄物に触らない、手袋の脱着時に素手で手袋の外面や顔に触れない 

□ 選別ライン等での対面での作業を避ける 

□ こまめに手洗いや手指消毒等をする 

□ 作業車の窓を解放し、換気する 

□ 休憩時は、屋内・車内の場合は窓を開け、換気をするとともに、他の人と十分な距離を

取り、マスクなしでの近距離での会話等は控える 

□ 産業廃棄物処理業者においては、電子マニフェストの使用等により、紙マニフェスト等

の書類の受渡しや荷物の積卸しの際の人との直接的な接触の機会をできるだけ減らす 

 

≪作業後≫ 

□ 運搬車両や施設等で手や防護服等が触れた箇所の清掃及び0.05％次亜塩素酸ナトリウム

や70％濃度のアルコールを用いた消毒の実施 

□ 作業車については、運転席やハンドル、シート、ドアノブ、手すり、操作ボタン等を重

点的に消毒 

□ 使用した手袋・ゴーグルをしっかりと消毒・洗浄 

□ スマートフォン、タブレット等の消毒 

□ 作業終了後の手洗いの徹底 

□ 作業着を脱いだり防護具を外したりするときは、外面に触れないよう裏返しながら行

い、脱いだ作業着は洗濯する 

□ 着替え・シャワー等の際には、他の人と十分な距離を取る 

 

≪その他≫ 

□ ローテーション（例えば二交代制）を組むなど、可能な範囲で作業員の同時感染を防ぐ

工夫をする 

 


